令和８年度　福利厚生事業委託業務仕様書(案)


１　業務の目的と基本的な考え方
（１）業務の目的
本業務は、地方職員共済組合大阪府支部（以下「共済組合」という。）及び一般財団法人大阪府職員互助会（以下「互助会」という。）が、共済組合に属する組合員（独立行政法人組合員を除く。）及び互助会に属する会員（以下「会員」という。）に対し、質の高い多様な福利厚生メニューを提供するため、令和９年４月からの福利厚生事業を包括的に外部委託するものである。

（２）基本的な考え方
　　　共済組合及び互助会（以下「発注者」という。）が共同で委託する福利厚生事業については、会員の福利厚生サービスへの満足度を重視した業務を実施することとし、業務実施においては、会員の満足度を適宜把握し、ニーズに対応したメニューの更新・開発及び充実並びに利用方法の改善等に取組み、サービス水準を高めるよう最大限の努力を払わなければならない。

２　福利厚生メニューの利用対象者
　　　利用対象者は、会員本人及び配偶者等の原則３親等内の者とし、それぞれのサービスにおいて、サービスを適用する範囲を提案すること。

３　委託業務の内容
（１）情報媒体、各種オペレーション
①　福利厚生事業の内容を紹介したホームページを有すること。
②　会報誌等については、年６回以上、会員全員に配付すること。
（参考１）　令和７年度送付先リスト
　　　　また、必要に応じて会報誌と併せて発注者の印刷物を合封して送付すること。
③　予約、問合せの受付は、土、日、祝日（年末年始を除く）も可能とすること。
　　④　情報媒体、予約、問い合わせ等については、障がい者の対応に配慮すること。

（２）利用回数
福利厚生メニューの利用において、原則、回数制限を設けないこと。なお、制限を設ける場合は、提案書にその旨を記載すること。

（３）福利厚生メニュー
　①　旅行・宿泊サービス
イ　事業者が直接提携する提携施設は、一般料金より低廉な料金で、かつ上質な施設が利用可能であること。
ロ　旅行会社等を通じての宿泊について、一般料金よりも低廉な料金で利用可能であること。
ハ　旅行会社のパック商品は、一般料金よりも低廉な料金で利用可能であること。
②　スポーツ施設のサービス
フィットネスクラブや各種スポーツ施設が、一般料金より低廉な料金で利用可能であること。
③　ライフステージごとの各種支援サービス
　イ　出産、育児のサポートに関する施設やサービスが一般料金より低廉な料金で利用可能であること。
　ロ　子供の教育や自己啓発などの学びの支援に関する施設やサービスが一般料金より低廉な料金で利用可能であること。
ハ　人間ドックが、一般料金より低廉な料金で利用可能であること。
ニ　家事・介護のサポートに関する施設やサービスが一般料金より低廉な料金で利用可能であること。
ホ　エンディングサポートに関する施設やサービスが一般料金より低廉な料金で利用可能であること。
へ　少子高齢化、核家族化などライフスタイルの変化を意識したサービス充実を図るため、出産・育児、介護、葬式等の困りごとなどへのコンシェルジュサービス等の提供に努めること。
　ト　共済組合が実施している人間ドックと同じ検査項目を、互助会が指定する医療機関及び料金で受診可能とするとともに、申込みについて事業者での受付体制を確保すること。
（参考２）　令和８年度の人間ドック実施機関及び指定料金
　チ　ワクチン接種助成及び人間ドックオプション検査助成事業の受付、審査、申請データの提供及び問合せ対応等が可能であること。
　リ　退職者の記念写真の撮影は必須とする。（以下参照）
　　　＜退職記念写真の内容＞
　　　　　毎年、３月末日に府庁庁舎前で２００名程度の集合写真を撮影し、写真（六つ切りサイズ、余白に「令和〇年度大阪府退職記念　令和〇年〇月〇日」を文字入れ）を人数分、大阪府に納品する。
④　レジャー等のサービス
イ　アミューズメント施設、日帰り温泉、映画館などの施設が、一般料金より低廉な料金で利用可能であること。
ロ　スポーツ観戦、コンサートのチケットが、一般料金より低廉な料金で利用可能であること。
ハ　飲食店等が、一般料金より低廉な料金で利用可能であること。
　　⑤　住まい、購買割引等のサービス
　　　　　住まい（引越し、清掃など）に関するサービス、また店頭や通販でのショッピングが、一般料金より低廉な料金で購入可能であること。
⑥　①～⑤について、会員証の提示のみで利用可能となるようサービス拡大に努めること。

（４）会員満足度の向上
　　　福利厚生サービスへの満足度を重視した業務を実施するため、①会員へのサービス利用の周知の工夫、②ニーズの把握、③メニューの更新・開発及び充実、④利用方法の改善等に取組み、福利厚生のサービス水準を高め、満足度の向上を図ること。

４　令和９年４月１日からの宿泊等、事前予約が必要なサービスの対応
契約交渉先は、令和９年４月１日宿泊分からの予約について、提案書に記載する予約受付開始日から予約ができるよう、事前に受付方法の周知を行うとともに、受付体制を整えること。

５　会員証の発行等
　　契約締結が可能となった後、発注者は会員名簿（エクセルデータ）を提供する。

①　令和９年４月１日以降のサービス提供のため、会員証を４月１日までに会員に交付すること。
②　会員証に「一般財団法人大阪府職員互助会会員証」を記載すること。
③　人事異動等により会員の変更（全額と半額の会員間を含む）があった場合、共済組合または互助会からの連絡により、すみやかに会員証を発行すること。
なお、全額と半額の会員間の異動については、ＩＤ等で管理する等によりサービスの提供に支障がなければ、会員証の発行は問わない。
　　　　（参考３）　令和７年度会員の異動状況
④　会員証の発行は、アプリ等により表示する会員証に代えることができる。ただし、アプリ等を利用できない会員に対して会員証の発行等を行うこと。
⑤　会員証の発行（再発行含む）については、手数料等を徴収しないこと。

６　会員数の把握
人事異動等により会員に変更が生じた場合（全額と半額の会員間を含む）、共済組合または互助会からの連絡にもとづき、入会（退会）に伴う会員証の交付など所要の手続きを直ちに行うとともに、会員数について常時把握すること。

７　個人情報の保護
受託者が行う個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律、大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例及び「契約書(案１)、（案２）」に従い、厳密かつ適正に行うこと。

８　事業報告等
（１）業務実施報告書
毎月、サービスを実施した旨の報告をまとめ、月次業務報告書として、翌月１０日までに報告すること。また、随時、発注者の求めに応じてサービス利用の実績詳細版などを報告すること。

（２）その他
発注者と受託者との協議により、本業務の報告として必要とされたものについても報告すること。

９　提案内容の遵守
提案内容に基づき、本仕様書（案）における規定事項と提案内容に差異が生じた場合、そのどちらの内容を採用するかについては、発注者が決定し、正式な仕様書として定める。
発注者と協議して定めた業務及び受託者として果たすべき責務について、誠実に履行すること。

10　その他
（１）本仕様書に明記されていない事項については、発注者の指示に従うこと。

（２）業務実施中に疑義が生じた場合は、発注者と協議し、その指示に従うこと。

11 別記資料
　 その他以下の資料について、別記のとおり提示する。

参考１　令和７年度送付先リスト
参考２　令和８年度の人間ドック実施機関及び指定料金
参考３　令和７年度会員の異動状況
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